
 

議案第４３号 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について（参考資料） 

 

・年 税 額：１５０，６００円 

 

・期別平均額： １８，８２５円 （１５０，６００円÷８期） 

 

・期別納税額 

  ▶ 改正前 

                                                      単位：円 

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

２４，６００ １８，０００ １８，０００ １８，０００ １８，０００ １８，０００ １８，０００ １８，０００ 

 

  ▶ 改正後 

                                                      単位：円 

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

１９，０００ １８，８００ １８，８００ １８，８００ １８，８００ １８，８００ １８，８００ １８，８００ 

 

※ 参 考 

  地方税法 

   第二十条の四の二 

   ６ 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合におい 

    て、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数 

    金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例 

    でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。 

議 案 審 査 特 別 委 員 会 資 料  

平成３０年５月２８日 市民部国保年金課 


